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【初めに】  

令和８年第１回市議会定例会の開会に当たり、提出いたしました議案等の説明に先立ち、

私の市政運営の基本方針と施策の大要を申し上げ、議員の皆様をはじめ、市民の皆様に御

理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 

本市は、本年３月３１日をもって、市制施行７０周年という大きな節目を迎えます。こ

れまでの７０年の歩みは、先人のたゆまぬ努力と、市民の皆様一人ひとりの力によって築

き上げられてきたものであり、改めて深い敬意と感謝を申し上げます。 

また、昨年１２月には、本市を代表する伝統行事である「常陸大津の御船祭」がユネス

コ無形文化遺産に登録されました。江戸時代から世代を超えて受け継がれてきた伝統が世

界に認められたことは、誠に喜ばしく、本市にとって大きな励みとなっております。今後

は、この登録を「終着点」ではなく「新たな出発点」と位置付け、御船祭保存会、そして

市民の皆様と力を合わせながら、御船祭を次の世代へ確実に継承し、世界に誇れる文化と

してさらに発展させていけるよう取り組んでまいります。 

 

一方で、本市を取り巻く社会経済環境は、人口減少や少子高齢化の進行、物価高騰など、

依然として厳しい状況が続いております。こうした時代であるからこそ、これまでの歩み

に学ぶとともに、これからの北茨城市の未来を見据えた市政を推進していく必要がありま

す。令和８年度におきましても、第５次総合計画に掲げる将来都市像「誰もが住みたい 

安らぎと活力にあふれるまち 北茨城」の実現に向け、市民の皆様の声に耳を傾けながら、

着実かつ果敢に施策を展開してまいります。 

 

それではまず、令和８年度における重点施策について申し上げます。 

 

【重点施策の推進】 

重点施策の一つ目は、物価高騰対策であります。 

円安とエネルギー価格高騰、人件費の上昇などに起因する物価高は、長期化の様相を呈

しており、市民生活や事業活動に大きな影響を及ぼしています。特に、日常生活に欠かす

ことのできない生活必需品の価格上昇は、世帯構成や所得の多寡を問わず、広く市民の皆

様に負担をもたらしております。 

このため、本市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市民生

活の負担軽減に向けた対策を実施してまいります。 

具体的には、既に、令和８年４月使用分からの水道料金改定が決定しているところです
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が、市民負担の軽減を図るため、水道料金の減免を実施いたします。 

あわせて、物価高の影響が全ての世帯に及んでいる現状を踏まえ、全世帯を対象として、

市民一人当たり５，０００円の現金給付を行います。 

これらにより、物価高の影響を緩和し、市民の皆様が安心して暮らしていけるよう、市

民生活の下支えに取り組んでまいります。 

 

二つ目は、人口減少に対応したまちづくりであります。 

近年、日本全国が急激な人口減少、少子高齢化の波にさらされております。本市におき

ましても、令和７年の出生数は１３０人となり、１０年前の約半分にまで落ち込んでおり

ます。 

本市では、「子育て一番北茨城」をスローガンに各種子育て支援施策を推進してまいり

ました。令和８年度におきましても、市の基幹的保育所として現在整備している市立保育

所の開所及び病児保育の実施、就学前の子どもの発達状況を早期に把握し適切な支援につ

なげるための５歳児健康診査の実施など、引き続き誰もが安心して子どもを産み育てられ

る環境の整備を進めてまいります。 

あわせて、市外からの移住・定住を促進する取組として、地域おこし協力隊制度を活用

した移住支援コーディネートや情報発信の充実を図り、移住希望者に寄り添った相談対応

や受入体制の強化に取り組んでまいります。 

しかしながら、社会的な大きな流れとして、今後も人口減少や少子高齢化の進行が見込

まれる中にあっては、人口減少を前提としたまちづくりへの転換も不可欠であります。 

このため、本市では、居住機能や都市機能の適切な誘導を図る「立地適正化計画」を策

定し、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づいた、持続可能で利便性の高い

都市構造の形成を進めてまいります。 

また、教育分野におきましては、今後も児童生徒数の減少が見込まれることから、令和

７年度に設置した北茨城市立学校の在り方検討委員会の意見を踏まえ、将来を展望した、

児童生徒にとって望ましい教育環境について検討してまいります。 

その一環として、建設から４０年以上が経過し、老朽化が著しい中郷第一小学校及び中

郷中学校につきましては、両校を統合した義務教育学校の整備に向け、令和８年度に校舎

の基本・実施設計を行い、教育環境の充実と施設の安全性向上を図ってまいります。 

さらに、公共施設全体につきましても、「第２期公共施設マネジメント計画」を策定し、

人口減少時代に対応した持続可能な公共施設のあり方を検討してまいります。 

一方では、定住人口の増加のみに依存しない地域づくりとして、地域と多様な形で関わ

る「関係人口」の創出・拡大を図ることが重要となっております。そのため、シティプロ
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モーションの推進や交流機会の創出により、本市と継続的につながる人の輪を広げ、地域

活動の担い手確保や地域活力の維持・向上につなげてまいります。 

 

三つ目は、昨年に引き続き脱炭素社会の実現に向けた取組であります。 

本市の恵まれた森林資源を適切に管理・活用していくことは、二酸化炭素の吸収・固定

を促進することから、脱炭素にもつながる重要な取組であります。 

このため、森林整備を着実に進めるための基盤づくりとして、令和７年度から花園地区

の林道改良事業に着手しております。その整備・改良を通じて、健全な森林の育成と二酸

化炭素吸収量の増加を図るとともに、木材の有効活用による林業・木材産業の活性化を進

めてまいります。 

あわせて、太陽光やバイオマスなど、市内で生み出した電気を市内で消費する「エネル

ギーの地産地消」を進めることにより、市内における再生可能エネルギーの活用を推進す

るとともに、市外に流出しているエネルギー費用の一部を市域内で循環させることを目指

します。 

令和８年度には、本取組の中心となる自治体新電力会社を設立し、まずは市内の公共施

設に向けた電力供給を開始するための準備を進めてまいります。 

また、環境省の脱炭素事業の交付金を活用し、令和７年度から実施している事業者向け

の支援に加え、令和８年度からは、家庭向けの太陽光発電設備及び蓄電池の整備、エネル

ギーの消費を実質ゼロ以下にする「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH)」に対する

補助制度を開始します。さらに、新電力会社に供給する地産電源の確保を図るため、令和

１０年度からの発電開始を目指し、旧清掃センター跡地に太陽光発電設備を整備するため

の工事に着手します。 

これらの取組を通じて、脱炭素社会の実現に向けた着実な前進とともに、地域経済の活

性化や市民生活の質向上を図り、持続可能な北茨城市の未来を築いてまいります。 

 

四つ目は、データセンターの誘致による新たな産業基盤の形成であります。 

本市では、デジタル化社会の進展に伴い、社会インフラとして不可欠となるデータセン

ターの誘致を掲げ、令和４年度に、経済産業省の補助を受け、事業実施可能性調査を行い

ました。 

現在、本市に関心を示すデータセンター事業者との間で、事業化に向けた調整・協議を

進めているところでありますので、関係機関と連携しながら、地域経済の活性化につなが

るよう取組を進めてまいります。 
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次に予算編成について申し上げます。 

 

【予算編成】 

本市の財政状況でございますが、近年、少子高齢化の進行や公共施設の老朽化対策など

により、社会保障関係経費や施設維持管理経費が増加するなど、歳出構造は一層厳しさを

増しております。加えて、人件費の上昇や物価高騰、金利上昇などに伴う経費増も見込ま

れており、財政運営に当たっては、より一層の工夫と選択が求められております。 

このような中、令和８年度当初予算編成に当たりましては、国の経済動向や地方財政を

取り巻く環境を注視しつつ、市税等の一般財源の見通しを踏まえ、限られた財源を有効に

活用することを基本として編成を行ってまいりました。 

具体的には、本市が目指す将来像の実現に向け、真に必要な事業を見極め、施策の優先

順位付けを行うとともに、既存事業の見直しや事業手法の工夫を通じて、最少の経費で最

大の効果を上げるよう努めております。 

また、将来世代に過度な負担を先送りすることのないよう、中長期的な視点に立った持

続可能な財政運営を基本とし、国や県の補助制度の積極的な活用や、有利な地方債の活用

により、収支の均衡を図っております。 

この結果、令和８年度一般会計予算は総額１９５億９千万円、令和７年度に比べて５億

２千万円、率にして２．６％の減、特別会計の予算は総額９６億６，７５４万円、公営企

業会計の予算は８３億１，２８１万４千円で、全会計を合わせまして３７５億７，０３５

万４千円としたところであります。 

 

次に、令和８年度の主要事業につきまして、第５次北茨城市総合計画の６つの柱に沿っ

て申し上げます。 

 

 

【Ⅰ 市民が主役の持続可能なまちづくり（市民参画・行財政運営）】 

第１に「市民が主役の持続可能なまちづくり」についての取組であります。 

 

市民一人ひとりがまちづくりの主体として市政に参画するためには、市政に関する情報

を容易に取得できる必要があることから、市民にとってわかりやすいホームページへのリ

ニューアルに取り組むとともに、ＬＩＮＥ公式アカウント及び公式Ｘ等のＳＮＳでの迅速

な情報発信に努めてまいります。 
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また、少子高齢化が加速し、人口構造の変化が一層進む中で、多様化・高度化する行政

ニーズに限られた物的・人的資源で対応していくため、事務事業の見直しや業務改善を継

続的に行い、効率的な行政運営に取り組んでまいります。 

特に、令和５年度に策定した「北茨城市ＤＸ推進計画」に基づいて、「市民の利便性向

上」と「行政業務の効率化」を基本目標に、市行政手続のオンライン化や内部事務のデジ

タル化を推進してまいります。 

 

自主財源の確保につきましては、賦課部門と収納部門が連携し、正確かつ公平・公正な

課税を行うとともに、収納率の向上に努めてまいります。 

 

また、自主財源の一つである「ふるさと応援寄附」につきましては、本市の魅力ある返

礼品の充実や効果的な情報発信により寄附の拡大を図ってまいります。 

 

 

【Ⅱ 誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）】 

第２に「誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり」についての取組であります。 

 

健康づくりにつきましては、「第３次北茨城市健康づくり推進計画」に基づき、市民一

人ひとりが自ら積極的に健康づくりに取り組み、心身ともに健康でいきいきと暮らし続け

られる環境づくりに努めてまいります。 

 

地域福祉の分野では、いよいよ開館する「地域福祉交流センター」を、平常時には市民

が役割を持って集う交流の場として運用し、災害時には被災者支援の要となる「災害ボラ

ンティアセンター」として機能させ、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域共生社会の

実現を力強く推進してまいります。 

 

子育て支援につきましては、令和６年度に策定した「北茨城市こども計画」に基づき、

こどもたちと子育てをする保護者を地域全体で応援することを目標に、こども施策を総合

的に推進するとともに、令和７年度に設置したこども家庭センターによる包括的な相談支

援体制の一層の強化、さらには子育て支援住宅の円滑な運営など、安心して子育てができ

る環境づくりを進めてまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、全てのライフステージに対応した総合相談を行う「元気ス
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テーション」や、地域に根差した医療を展開する家庭医療センターを拠点に、関係機関と

連携した医療・介護・予防等の包括的な支援を提供することにより、地域包括ケアシステ

ムを強化してまいります。 

 

地域の医療の根幹を担う市民病院につきましては、市民の皆様が今後も安心して医療を

受けられるよう、診療体制の充実と健全な病院経営に努めてまいります。 

 

 

【Ⅲ ふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）】 

第３に「ふるさとを想う教育・文化のまちづくり」についての取組であります。 

 

将来の見通しが極めて立ちにくい今の時代において、確かな学力の定着を図るため、小

中学校９年間を見据えた指導計画に基づく教育を推進してまいります。あわせて、タブレ

ット端末等のＩＣＴ機器を効果的に活用し、授業の充実に努めてまいります。 

 

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、心の教室相談員等を活用

した教育相談体制を充実させることで、児童生徒一人ひとりの不安や悩みに寄り添った対

応に努めてまいります。さらに、「寄り添い、引き出し、支援する教育」を実践し、自己

存在感・自己有用感を高める学校づくりを推進してまいります。 

 

また、円滑な学校生活のスタートを支援するとともに、入学時における保護者の経済的

負担を軽減するため、これまで小学校入学時にランドセルなどの入学祝記念品を贈呈して

まいりましたが、令和８年度からは、新たに中学校に入学する新１年生にもスクールバッ

グを贈呈いたします。 

 

部活動の地域展開につきましては、休日における生徒の活動場所の確保を目指して、子

どもたちが安心して活動に取り組める体制を構築し、地域と学校が連携して豊かな学びと

成長を支えてまいります。 

 

 

【Ⅳ 安らぎと利便性が高いまちづくり（都市基盤）】 

第４に「安らぎと利便性が高いまちづくり」についての取組であります。 
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都市を結ぶ幹線道路は、地域経済の活性化に欠かすことのできない基盤であるとともに、

災害時には緊急物資の輸送や救援活動、復旧・復興を支える基盤であります。引き続き、

関係機関や民間経済団体との連携を図り、国が直轄工事として整備を行う「国道６号関本

勿来バイパス」の整備促進に向けた要望活動を行うとともに、国道６号の慢性的な渋滞や

主要交差点の混雑の解消に向けた対策の事業化及び早期完成を要望してまいります。 

また、市民生活の安全・安心を確保するため、中妻豊田線及び下桜井線の歩道整備並び

に松井線などの道路改良事業を進めてまいります。 

あわせて、道路の老朽化対策として、各施設の長寿命化修繕計画に基づき点検・診断を

実施し、計画的かつ効率的な補修を行ってまいります。 

 

市営住宅につきましては、市営中妻団地について、良好な住環境を確保するため長寿命

化計画に基づく改修工事を行ってまいります。 

 

公共下水道事業につきましては、磯原駅東口の管渠築造工事を引き続き実施し、供用区

域の拡大と利用率の向上に努めるとともに、処理施設の適切な維持管理に取り組んでまい

ります。 

 

水道事業につきましては、将来にわたって安全な水を安定して供給するために、令和８

年４月使用分から料金の改定を行い、経営の健全化に努めるとともに、老朽施設の更新を

着実に実施し、持続可能なライフライン機能の確保を図ってまいります。 

 

 

【Ⅴ 人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）】 

第５に「人と地球にやさしい安全なまちづくり」についての取組であります。 

  

市民一人ひとりが安全で安心して暮らせるまちを実現するため、引き続き、自然環境の

保全、交通安全及び防犯対策、消防・救急体制の充実、防災・減災対策の強化など生活安

全の向上に取り組んでまいります。 

近年、犯罪は誰にとっても身近な問題となっております。このため、犯罪被害者やその

家族が受ける精神的・経済的な被害の早期回復及び軽減を図り、安心して暮らすことがで

きる地域社会を実現するため、北茨城市犯罪被害者支援条例を制定し、支援制度の充実を

図ってまいります。 
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消防活動の初動を担う茨城消防救急無線・指令センターの指令システムや無線設備機器

は、運用から１０年を超えるため、令和８年度から３年計画で大規模な機器更新を行い、

今後も堅固な通信体制を維持してまいります。 

 

救急業務につきましては、「マイナ救急」が令和８年度から本格運用されるため、引き

続き、市民へ積極的に周知を行い、適切な応急処置と、病院への迅速な搬送に努めてまい

ります。 

 

あわせて、地域防災力の維持には欠かすことができない消防団につきましては、引き続

きＰＲ活動及び加入促進による団員の確保を図るとともに、多様化・大規模化する災害に

備え訓練の充実を図り、団員の技術向上に努めてまいります。 

 

防災・減災対策につきましては、携帯端末等から利用可能なウェブ版ハザードマップの

運用開始に併せて、避難場所・避難所の案内標識を英語表記を含むＪＩＳ規格に準拠した

ものへ順次掛け替え、市民がいつでも災害リスクや避難経路を確認できる環境を整備いた

します。 

また、次世代を担う児童の防災意識の向上を図るため、児童向け防災冊子の配布や防災

講座の実施など、学校と連携した防災教育を推進してまいります。 

 

さらに、近年頻発・激甚化する水害に備えるため、県が実施する田んぼダムや調節池の

整備などの事業が早急に実現できるよう要望してまいります。 

 

 

【Ⅵ 創意に満ちた活力あるまちづくり（地域産業の振興）】 

第６に「創意に満ちた活力あるまちづくり」についての取組であります。 

 

農業につきましては、引き続き、ホールクロップサイレージ（ＷＣＳ）用稲や飼料用米

の作付けに対する市独自の上乗せ補助を継続し、地産地消や肥料コストの低減に資する耕

畜連携を推進してまいります。 

あわせて、担い手の確保に向け、農地中間管理機構との連携や華川町下相田地区におけ

る県営ほ場整備事業等を通じて、農地の集約化に向けた取組を進めてまいります。 

さらに、農業経営の収益性を向上させるため、農業機械の導入や施設整備等への支援に

加え、有機ＪＡＳ認証取得の支援を通じて農産物の商品価値の向上を図り、農業者組織に
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よる有機農産物の生産拡大や、高収益な作物・栽培体系への転換を図る取組を促進してま

いります。 

 

林業につきましては、森林所有者や林業事業体に対し森林経営計画の作成を促し、間伐

等の施業の集約化を推進するとともに、森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度に基

づき、意向調査が完了した地区における境界明確化事業を計画的に進めてまいります。 

 

水産業につきましては、令和７年度に本市において関東・東海地区漁港漁場協議会を開

催するなど、国、県、関係水産団体との連携を一層強化してまいりました。引き続き、平

潟漁港及び大津漁港において漁港機能の強化を図るため、ストックマネジメント事業等を

推進するとともに、水産業事業者による利活用を図るために県が実施する、大津漁港周辺

地域（仁井田地区）の未利用漁港用地の整備に協力してまいります。 

 

商工業につきましては、北茨城市商工会と連携し、地域資源を活用した商品開発や販路

開拓を支援するとともに、個人事業者や中小企業に対する経営指導、自治金融制度の円滑

な運用、新規創業者の育成スクールの実施などに取り組んでまいります。 

 

消費者行政につきましては、北茨城市消費生活センターにおいて、市民が安心して相談

できる体制を整え、迅速な問題解決に努めてまいります。 

また、高齢者、若者、小・中学生など年代に応じた消費生活啓発用リーフレットの配布

等の啓発活動により、消費者意識の向上を図ってまいります。 

こうした取組を将来にわたり安定的に継続していくため、国の財政措置終了後において

も自主財源により体制を維持し、持続的な消費者行政の推進に努めてまいります。 

 

観光の振興につきましては、「関東一涼しいまち」といわれる本市の恵まれた気候のも

と、四季折々の魅力を体験していただける本市の見どころを広く発信するため、観光パン

フレットの大幅な刷新を行います。 

また、富士ケ丘地区における新キャンプ場整備を引き続き進め、生涯学習センター分館

「期待場」や芸術活動拠点「ＡＲＩＧＡＴＥＥ」との連携により、芸術などの体験ができ

る魅力ある交流拠点の形成を図ってまいります。あわせて、２年振りに開催される「シ

ン・いばらきメシ総選挙」を通じて、本市の新たなグルメの開発に取り組んでまいります。 

さらに、関係機関や民間事業者に加え、新たに委嘱した１０組のふるさと応援大使とも

連携し、本市の多彩な観光資源を広く発信することで、交流人口の拡大と地域経済の活性
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化につなげてまいります。 

 

 

【結び】 

以上が、令和８年度の主要事業であります。 

 

本市は、市制施行７０周年という大きな節目を迎え、これまで先人たちが築き上げてき

た歴史と歩みを礎に、新たな時代へと歩みを進めていく重要な局面に立っています。一方

で、人口減少や少子高齢化の進行、社会経済情勢の変化、物価高騰など、市政を取り巻く

環境は依然として厳しく、将来を見据えた持続可能なまちづくりがこれまで以上に求めら

れています。 

こうした時代だからこそ、将来世代への責任を常に意識し、市民一人ひとりの声に耳を

傾けながら、限られた財源を有効に活用し、着実に、そして果敢に施策を推進していくこ

とが重要であると考えております。 

令和８年度におきましても、「誰もが住みたい 安らぎと活力にあふれるまち 北茨

城」の実現に向け、職員一丸となって全力で市政運営に取り組んでまいります。 

市政運営は、市民の皆様、そして議員各位との信頼と協力なくして成り立つものではあ

りません。今後とも、市民の皆様と共に考え、共に行動しながら、北茨城市の未来を切り

拓いていく決意でありますので、より一層の御支援並びに御理解と御協力を心からお願い

申し上げ、令和８年度の施政方針といたします。 


